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(57)【要約】
【課題】フットスイッチを設置することなく、設定値を
変更する際の操作性を向上させることが可能な携帯型超
音波診断装置を提供することにある。
【解決手段】実施形態に係る携帯型超音波診断装置は、
超音波プローブと、画像生成部と、表示部と、加速度セ
ンサと、制御部とを具備する。画像生成部は、超音波画
像の生成に関係する設定値に応じて、超音波プローブを
介して得られるエコー信号に基づく超音波画像を生成す
る。表示部は、生成された超音波画像を表示する。加速
度センサは、操作者に装着され、当該操作者の動作に応
じて加速度を検出する。制御部は、加速度が検出された
場合に、設定値を変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者によって保持されて用いられる携帯型超音波診断装置において、
　超音波プローブと、
　超音波画像の生成に関係する設定値に応じて、前記超音波プローブを介して得られるエ
コー信号に基づく超音波画像を生成する画像生成部と、
　前記生成された超音波画像を表示する表示部と、
　前記操作者に装着され、当該操作者の動作に応じて加速度を検出する加速度センサと、
　前記加速度が検出された場合に、前記設定値を変更する制御部と
　を具備することを特徴とする携帯型超音波診断装置。
【請求項２】
　前記加速度センサは、前記加速度とともに当該加速度の方向を検出し、
　前記制御部は、前記検出された加速度の方向に応じて前記設定値を増減する
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯型超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記予め定められた方向の加速度が検出された場合に前記設定値を増加
させ、前記予め定められた方向に対して垂直な方向の加速度が検出された場合に前記設定
値を減少させることを特徴とする請求項２記載の携帯型超音波診断装置。
【請求項４】
　前記制御部による前記設定値の増減量は、前記加速度センサによって一定期間内に検出
された加速度の最大加速度または平均加速度に基づいて決定されることを特徴とする請求
項２記載の携帯型超音波診断装置。
【請求項５】
　前記加速度センサは、前記操作者の足に装着されることを特徴とする請求項１～４のい
ずれか１項に記載の携帯型超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、携帯型超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は生体内情報の画像を表示する診断装置であり、Ｘ線診断装置やＸ線コ
ンピュータ断層撮影装置などの他の画像診断装置に比べ、安価で被曝がなく、非侵襲性に
実時間で観測するための有用な装置として利用されている。超音波診断装置の適用範囲は
広く、心臓などの循環器から肝臓、腎臓などの腹部、抹消血管、産婦人科、乳癌の診断な
どに適用されている。
【０００３】
　このような超音波診断装置における動作モードにはＢモード、カラードプラモード、ド
プラモード及びＭモード等があるが、このような各モードにおいて、操作者（検査者）は
、例えばＧａｉｎ設定値の変更操作や、サンプリングゲートやカラードプラのＲＯＩ（関
心領域）位置を検査対象位置に移動する操作（以下、設定値の変更操作と表記）を行う場
合がある。
【０００４】
　一般的な筐体型（据え置き型）の超音波診断装置の場合、このような設定値の変更操作
は、当該超音波診断装置本体に設置された操作パネル上や床面に設置されたフットスイッ
チ上において例えばトラックボールやダイアル、スイッチ等を組み合わせて行うことがで
きる。
【０００５】
　ところで、近年では、容易に持ち運びが可能で、屋外等での診断が可能な例えばタブレ
ット型などの携帯型の超音波診断装置（以下、携帯型超音波診断装置と表記）が知られて
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いる。この携帯型超音波診断装置による診断は、操作者の一方の手で当該携帯型超音波診
断装置の本体（以下、単に装置本体と表記）を保持し、他方の手で超音波プローブを患者
に当てることによって行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－０７８９２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記したように筐体型の超音波診断装置においては、装置本体に設置された操作パネル
や床面に設置されたフットスイッチを用いて設定値の変更操作を行うことができる。
【０００８】
　これに対して、上記した携帯型超音波診断装置においては、操作者は、一方の手に超音
波プローブを保持し、他方の手に装置本体を保持して診断を実施するため、装置本体の保
持と装置本体に設置されている操作パネルの操作（設定値の変更操作）とを片方の手で両
立させる必要があり、装置本体を保持した手で当該変更操作を行うには限界（制約）があ
る。
【０００９】
　このように片方の手で装置本体の保持と設定値の変更操作とを両立することが困難であ
るため、携帯型超音波診断装置においてフットスイッチを使用することが考えられる。し
かしながら、この場合には装置本体とは別にフットスイッチを持ち運ぶ必要があり、携帯
型超音波診断装置の利点である携帯性が損なわれる。また、診断時にはフットスイッチを
床面に設置する必要があるため、例えば携帯型超音波診断装置を大規模災害時や屋外等で
使用する場合において、診断場所（フットスイッチの設置場所）に大きな制約が生じる場
合がある。
【００１０】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、フットスイッチを設置することなく、設定
値を変更する際の操作性を向上させることが可能な携帯型超音波診断装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　実施形態によれば、操作者によって保持されて用いられる携帯型超音波診断装置が提供
される。
【００１２】
　実施形態に係る携帯型超音波診断装置は、超音波プローブと、画像生成部と、表示部と
、加速度センサと、制御部とを具備する。
【００１３】
　画像生成部は、超音波画像の生成に関係する設定値に応じて、前記超音波プローブを介
して得られるエコー信号に基づく超音波画像を生成する。
【００１４】
　表示部は、前記生成された超音波画像を表示する。
【００１５】
　加速度センサは、前記操作者に装着され、当該操作者の動作に応じて加速度を検出する
。
【００１６】
　制御部は、前記加速度が検出された場合に、前記設定値を変更する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図。
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【図２】図１に示す携帯型超音波診断装置１の利用態様を説明するための図。
【図３】本実施形態に係る携帯型超音波診断装置１の処理手順を示すフローチャート。
【図４】Ｇａｉｎ設定値を変更する際の操作者の足の動作の一例について説明するための
図。
【図５】操作者の足が斜めに移動した場合について説明するための図。
【図６】加速度センサ２１によって検出された加速度の大小や時間変化などにかかわらず
Ｇａｉｎ設定値の増減量が一定である場合について説明するための図。
【図７】Ｇａｉｎ設定値の増減を停止する場合について説明するための図。
【図８】加速度センサ２１によって検出された加速度に応じてＧａｉｎ設定値の増減量が
変化する場合について説明するための図。
【図９】加速度センサ２１によって検出された加速度の最大加速度に応じてＧａｉｎ設定
値の増減量が決定される場合について説明するための図。
【図１０】加速度センサ２１によって検出された加速度の平均加速度に応じてＧａｉｎ設
定値の増減量が決定される場合について説明するための図。
【図１１】操作者の足動作が終了した際にＧａｉｎ設定値の増減量を減少させる場合につ
いて説明するための図。
【図１２】操作者の足動作の開始から一定時間が経過した場合にＧａｉｎ設定値の増減量
を減少させる場合について説明するための図。
【図１３】加速度検出装置２０が操作者の両足に装着されることによる２次元的な設定値
の変更について説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、各実施形態について説明する。
【００１９】
　（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置について説明する。図１は、本実施形態に
係る超音波診断装置の構成を示している。図１に示すように、本実施形態に係る超音波診
断装置１は、超音波プローブ１０、加速度検出装置２０及び超音波診断装置本体（以下、
単に装置本体と表記）３０を有する。
【００２０】
　なお、本実施形態に係る超音波診断装置１は、例えば操作者（検査者）によって持ち運
びが可能な携帯型（例えば、タブレット型等）の超音波診断装置（以下、携帯型超音波診
断装置と表記）である。ここで、図２を参照して、本実施形態に係る携帯型超音波診断装
置１の利用態様について説明する。図２に示すように、携帯型超音波診断装置１を利用す
る場合、操作者は、一方の手に超音波プローブ１０を保持し、他方の手に装置本体３０を
保持して、診断を行う。また、加速度検出装置２０は、例えば操作者の片足に装着されて
用いられる。
【００２１】
　超音波プローブ１０は、装置本体３０（に含まれる送受信制御部３１）からの駆動信号
を受けて超音波を発生し、被検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子と
、当該圧電振動子に設けられる整合層と、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防
止するバッキング材等とを有している。超音波プローブ１０から被検体に超音波が送信さ
れると、当該送信超音波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され
、エコー信号として超音波プローブ１０に受信される。このエコー信号の振幅は、反射す
ることになった不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された
超音波パルスが移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合のエコーは、ドプラ
効果により移動体の超音波送信方向の速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。
【００２２】
　加速度検出装置２０は、上記したように例えば操作者の足に装着される。具体的には、
加速度検出装置２０は、操作者が履く靴等に装着されればよい。なお、本実施形態におい
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て、加速度検出装置２０は、後述するように操作者の足の動作によって生じる加速度を検
出可能な態様で操作者に装着されればよい。加速度検出装置２０は、加速度センサ２１及
び加速度送信部２２を含む。
【００２３】
　加速度センサ２１は、操作者の動作（操作者の足の動作）に応じて生じる加速度を検出
する。なお、加速度センサ２１は、加速度とともに当該加速度の方向(前後・左右・上下)
を検出する。
【００２４】
　加速度送信部２２は、加速度センサ２１によって検出された加速度及び当該加速度の方
向を含む加速度情報を、例えば無線通信により装置本体３０に送信する。
【００２５】
　装置本体３０は、送受信制御部３１、画像信号処理部３２、画像生成部３３、モニタ３
４、入力部３５、加速度受信部３６、入力制御部３７及び中央制御部３８を含む。
【００２６】
　送受信制御部３１は、超音波プローブ１０を介して被検体に対して超音波を送受信して
、走査面に関するエコー信号を発生する。送受信制御部３１によって発生されたエコー信
号は、画像信号処理部３２に供給される。
【００２７】
　具体的には、送受信制御部３１は、図示しないパルス発生器、送信遅延部及びパルサ等
を有している。パルス発生器は、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で
、送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。送信遅延部は、チャン
ネル毎に超音波をビーム状に集束し、かつ、送信指向性を決定するのに必要な遅延時間を
、各チャンネルのレートパルスに与える。パルサは、チャンネル毎にレートパルスに基づ
くタイミングで超音波プローブ１０に駆動パルスを印加する。
【００２８】
　また、送受信制御部３１は、図示しないプリアンプ、受信遅延部及び加算器等を有して
いる。プリアンプは、超音波プローブ１０を介して取り込まれたエコー信号をチャンネル
毎に増幅する。受信遅延部は、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに必
要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エコー信
号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とによ
り超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２９】
　画像信号処理部３２は、送受信制御部３１からのエコー信号に対して所定の信号処理（
演算処理）を施す。具体的には、画像信号処理部３２は、例えばＢモード処理やカラード
プラ処理等を実行する。
【００３０】
　Ｂモード処理によれば、送受信制御部３１からのエコー信号を対数増幅し、当該対数増
幅されたエコー信号を包絡線検波することで、当該エコー信号の強度を輝度で表現するＢ
モード信号のデータ（Ｂモードデータ）を発生する。発生されたＢモード信号のデータは
、画像生成部３３に供給される。
【００３１】
　また、カラードプラ処理によれば、送受信制御部３１からのエコー信号に自己相関演算
を施し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度や分散、パ
ワー等の血流情報の強度をカラーで表現するドプラ信号のデータ（ドプラデータ）を発生
する。発生されたドプラ信号のデータは、画像生成部３３に供給される。
【００３２】
　なお、ここではＢモード処理及びカラードプラ処理について説明したが、画像信号処理
部３２は、例えば血流の流速スペクトラムの経時的変化を示すドプラスペクトラム像（ド
プラ波形）を表示するためのドプラモード処理等の他の処理を実行しても構わない。
【００３３】
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　画像生成部３３は、例えばＤＳＣ（Digital Scan Converter：デジタルスキャンコンバ
ータ）により構成される。画像生成部３３は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビ
等に代表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示画像としての
超音波画像を生成する。
【００３４】
　具体的には、画像生成部３３は、画像信号処理部３２からのＢモード信号のデータをモ
ニタ３４に表示可能な画像データに変換する。これにより、画像生成部３３は、被検体に
関するＢモード画像を生成する。なお、Ｂモード画像の画素は、Ｂモード信号の強度に応
じた輝度値を有している。
【００３５】
　同様に、画像生成部３３は、画像信号処理部３２からのカラードプラ信号のデータをモ
ニタ３４に表示可能な画像データに変換する。これにより、画像生成部３３は、被検体に
関するカラードプラ画像を生成する。なお、カラードプラ画像の画素は、カラードプラ信
号の強度に応じたカラー値を有している。
【００３６】
　モニタ３４は、画像生成部３３からのＢモード画像やカラードプラ画像等の超音波画像
（画像データ）を表示する。
【００３７】
　入力部３５は、携帯型超音波診断装置１に設けられているボタンやＧＵＩ（Graphical 
User Interface：グラフィカルユーザインタフェース）等を介して、例えば操作者からの
各種指示、条件、関心領域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体
３０に入力する。
【００３８】
　加速度受信部３６は、上記した加速度検出装置２０に含まれる加速度送信部２２によっ
て送信された加速度情報を受信する。
【００３９】
　入力制御部３７は、加速度受信部３６によって受信された加速度情報から、加速度検出
装置２０に含まれる加速度センサ２１によって検出された加速度及び当該加速度の方向を
抽出する。この加速度及び当該加速度の方向（の情報）は、入力部３５によって入力され
た操作者からの各種指示等（入力情報）とともに中央制御部３８に供給される。
【００４０】
　中央制御部３８は、情報処理装置（計算機）としての機能を有し、装置本体３０の動作
を制御する。中央制御部３８は、超音波画像の生成に関係する各種設定値に応じてエコー
信号に基づく超音波画像生成するように、送受信制御部３１、画像信号処理部３２及び画
像生成部３３を制御する。なお、超音波画像の生成に関係する各種設定値には、例えばＧ
ａｉｎ設定値等が含まれる。
【００４１】
　また、中央制御部３８は、入力制御部３７からの加速度及び当該加速度の方向に応じて
、上記した超音波画像の生成に関係する設定値（例えば、Ｇａｉｎ設定値）を変更する。
つまり、中央制御部３８は、加速度検出装置２０が装着された操作者の足の動作に応じて
超音波画像の生成に関係する設定値を変更する機能を有する。なお、中央制御部３８によ
って設定値が変更された場合、携帯型超音波診断装置１（の装置本体３０）では、当該変
更された設定値に応じて超音波画像が生成される。
【００４２】
　次に、図３のフローチャートを参照して、本実施形態に係る携帯型超音波診断装置１の
処理手順について説明する。上述したように本実施形態に係る携帯型超音波診断装置１は
、操作者の足の動作に応じて超音波画像の生成に関係する設定値を変更することができる
。ここでは、超音波画像の生成に関係する設定値を単に設定値と称する。
【００４３】
　まず、携帯型超音波診断装置１において診断が開始される（ステップＳ１）。診断が開
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始されると、予め設定されている設定値（例えば、Ｇａｉｎ設定値）に基づく超音波画像
（スキャン像）が生成されて、モニタ２４に表示される。
【００４４】
　次に、操作者の足に装着された加速度検出装置２０に含まれる加速度センサ２１は、当
該操作者の足の動作に応じて生じる加速度及び当該加速度の方向を検出することができる
。
【００４５】
　加速度センサ２１によって加速度及び当該加速度の方向が検出された場合（ステップＳ
２のＹＥＳ）、当該加速度及び当該加速度の方向は、加速度情報として加速度送信部２２
を介して装置本体３０に送信される。一方、加速度センサ２１によって加速度及び当該加
速度の方向が検出されない場合（ステップＳ２のＮＯ）、上記した診断が継続される。
【００４６】
　上記したように加速度情報が加速度検出装置２０（に含まれる加速度送信部２２）から
送信された場合、装置本体３０に含まれる加速度受信部３６は、当該加速度情報を受信す
る。
【００４７】
　入力制御部３７は、加速度受信部３６によって受信された加速度情報から加速度及び当
該加速度の方向を抽出する（ステップＳ３）。
【００４８】
　中央制御部３８は、入力制御部３７によって抽出された加速度及び当該加速度の方向に
基づいて設定値を変更（調整）する（ステップＳ４）。この場合、中央制御部３８は、例
えば設定値を増減（増加または減少）するように変化させる。
【００４９】
　診断を終了する場合（ステップＳ５のＹＥＳ）、加速度検出装置２０は加速度及び当該
加速度の方向の検出を終了する。診断を終了しない場合（ステップ５のＮＯ）、次の加速
度及び当該加速度の方向の検出を継続する（ステップ２の入力に戻る）。
【００５０】
　以下、本実施形態における操作者の足の動作に対する超音波画像の生成に関係する設定
値の増減について具体的に説明する。以下の説明においては、超音波の生成に関係する設
定値がＧａｉｎ設定値であり、例えばＢモードでの診断において、操作者が所望のスキャ
ン断面を得られるように超音波プローブ１０を操作しながら、足を前後または左右に移動
させることでＧａｉｎ設定値を変更するものとして説明する。
【００５１】
　本実施形態においては、中央制御部３８は、例えば予め定められた方向の加速度が検出
された場合にＧａｉｎ設定値を増加させ、当該予め定められた方向に対して垂直な方向の
加速度が検出された場合に当該Ｇａｉｎ設定値を減少させる。具体的には、図４に示すよ
うに、操作者が足を原点の位置から後方向に移動した場合（後方向の加速度が検出された
場合）にＧａｉｎ設定値を増加させ、右方向に移動した場合（右方向の加速度が検出され
た場合）に当該Ｇａｉｎ設定値を減少させる。
【００５２】
　なお、操作者の足が前方向及び左方向の移動した場合（つまり、前方向及び左方向の加
速度が検出された場合）には、Ｇａｉｎ設定値は変更されないものとする。操作者が姿勢
（バランス）を維持するためには、Ｇａｉｎ設定値の変更のために一旦移動した足を原点
の位置に戻す必要がある。したがって、本実施形態においては、前方向及び左方向の足の
移動（前方向及び左方向の加速度）を無視することで、当該原点の位置に戻すための足の
移動でＧａｉｎ設定値が変更されてしまうことを防止する。
【００５３】
　また、操作者の足の移動が原点の位置から正確に真後ろや真右になるとは限らない。こ
のため、図５に示すように、操作者の足が斜めに移動した場合には、後方向及び右方向の
加速度を抽出し、加速度が大きい方向に移動したものとしてＧａｉｎ設定値を増減する。
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なお、操作者の足が斜めに移動した場合における後方向及び右方向の加速度は、加速度受
信部３６によって受信された加速度情報から上述した入力制御部３７によって抽出される
。
【００５４】
　次に、操作者の足の動作によって生じる加速度が検出された場合のＧａｉｎ設定値の増
減量（以下、単にＧａｉｎ増減量と表記）について具体的に説明する。ここでは、操作者
が足を原点の位置から後方向に移動する（つまり、後方向の加速度が検出される）ことに
よって、Ｇａｉｎ設定値を増加させる場合について主に説明する。なお、Ｇａｉｎ設定値
を減少させる場合についても同様である。
【００５５】
　Ｇａｉｎ設定値を増加させる場合における当該Ｇａｉｎ設定値の増加量（以下、Ｇａｉ
ｎ増加量と表記）は、例えば図６に示すように加速度センサ２１によって検出された加速
度にかかわらず一定であるものとする。つまり、図６に示す例では、例えば原点の位置か
ら後方向に加速度が検出された場合には、その後の加速度の変化に依存せず、一定の増加
量でＧａｉｎ設定値が増加される。なお、図６において、実線は操作者の足の後方向の加
速度を示しており、破線はＧａｉｎ増減量を示している。また、図６において、横軸は時
間を表している。以下の図６と同様な図面についても同様である。
【００５６】
　図６においては、Ｇａｉｎ設定値が一定の増加量で継続的に増加していることを示して
いる。この場合、図７に示すように、操作者は、モニタ３４に表示されている超音波画像
を確認し、所望のＧａｉｎ設定値の段階で操作者が例えば足を上下方向に素早く動かすよ
うな動作（以下、タップ動作と表記）をすることにより、Ｇａｉｎ設定値の増加を停止す
ることができる。この操作者によるタップ動作は、加速度検出装置２０によって検出され
た上下方向の加速度の変化量等に基づいて判別可能である。なお、例えば装置本体２０に
予め設定値の増減を停止するためのボタン等が設けられていても構わない。
【００５７】
　上記した図６においてはＧａｉｎ増加量が一定であるものとして説明したが、Ｇａｉｎ
増加量は、図８に示すように加速度に応じて変化してもよい。この場合、所望のＧａｉｎ
設定値の段階で操作者が足の移動を停止する（または、前方向に移動する）ことで、当該
Ｇａｉｎ設定値の増加を停止することができる。
【００５８】
　また、上記したようにＧａｉｎ増加量が加速度に応じて変化する場合、当該Ｇａｉｎ設
定値（の単位時間当たりの増加量）は、図８に示すように加速度の変化に常に追随して変
化してもよいし、図９に示すように一定期間内に検出された加速度の最大加速度に応じて
決定されてもよいし、更には、図１０に示すように一定期間内に検出された加速度の平均
加速度に応じて決定されてもよい。
【００５９】
　更に、上記したようにＧａｉｎ設定値の増加を停止するための動作を不要とするために
、Ｇａｉｎ増加量は、徐々に減少していく構成とすることも可能である。この場合、図１
１に示すように足の動作が終了した際にＧａｉｎ増加量を減少させてもよいし、図１２に
示すように足の動作の開始から一定時間が経過した場合にＧａｉｎ増加量を減少させるよ
うな構成としてもよい。
【００６０】
　また、例えば上記した操作者の足の前後・左右方向の動作による加速度が検出されてい
ない（つまり、Ｇａｉｎ設定値が増減していない）状態で、１回タップ動作（足の上下方
向の動作による加速度が検出される）が行われると当該Ｇａｉｎ設定値を一定量増加させ
、連続して２回タップ動作が行われると当該Ｇａｉｎ設定値が一定量減少させるような構
成とすることも可能である。
【００６１】
　なお、ここではＧａｉｎ設定値を変更するものとして説明したが、本実施形態は、例え
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ばＤｅｐｔｈ設定値やＺｏｏｍ設定値等の他の設定値を変更する際にも適用可能である。
つまり、本実施形態によれば、例えばＣｉｎｅ表示のめくり等の一般的にダイアルスイッ
チやトラックボール等によって行われていた操作についても操作者の足の動作によって行
うことが可能となる。
【００６２】
　上記したように本実施形態においては、操作者に装着され、当該操作者の動作に応じて
加速度を検出する加速度センサ２１を備え、当該加速度が検出された場合に超音波画像の
生成に関係する設定値を変更する構成により、携帯型超音波診断装置１における当該設定
値を変更する際の操作性を向上させることが可能となる。つまり、本実施形態によれば、
加速度センサ２１が装着された足の移動等の動作によって設定値を変更することが可能と
なるため、装置本体３０を保持した手で当該設定値を変更する操作を行う場合と比較して
、操作者の負担を軽減することが可能となる。また、本実施形態においては、フットスイ
ッチ等を設置する必要がないため、屋外等でも容易に利用可能であり、診断場所の拡大を
図ることが可能となる。
【００６３】
　なお、本実施形態においては、加速度検出装置２０が操作者の片足に装着されるものと
して説明したが、当該加速度検出装置２０が操作者の両足にそれぞれ装着される構成とし
てもよい。この場合には、２次元的な設定値の変更を行うことができる。例えばドプラモ
ードでの検査において、操作者が所望のスキャン断面を得られるように超音波プローブ１
０を操作した後、所望の位置のドプラ波形を得るために、表示された画像に対して任意の
位置にサンプリングゲート位置を移動する必要がある。この場合、図１３に示すように、
中央制御部３８は、例えば操作者の右足に装着された加速度センサ２１によって検出され
た加速度及び当該加速度の方向に応じて振り角（またはＸ軸）を増減させ、左足に装着さ
れた加速度センサ２１によって検出された加速度及び当該加速度の方向に応じて深さ（ま
たはＹ軸）を増減させることによって、サンプリングゲート位置を移動することができる
。
【００６４】
　また、本実施形態においては、加速度検出装置２０が足に装着されるものとして説明し
たが、加速度検出装置２０は操作者の動作によって生じる加速度を検出可能であれば足以
外の部位に装着されても構わない。この場合、操作者は、当該加速度検出装置２０が装着
された部位を動かすことによって設定値を容易に変更することが可能となる。
【００６５】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態に係る携帯型超音波診断装置について説明する。なお、本実施形
態に係る携帯型超音波診断装置の構成は、前述した第１の実施形態と同様であるため、適
宜、図１を用いて説明する。ここでは、前述した第１の実施形態と異なる部分について主
に述べる。
【００６６】
　本実施形態は、操作者による指示がある状態で加速度検出装置２０（に含まれる加速度
センサ２１）によって加速度が検出された場合に限り、超音波画像の生成に関係する設定
値（以下、単に設定値と表記）を変更する点が、前述した第１の実施形態とは異なる。
【００６７】
　ここで、操作者による指示がある状態の一例としては、例えば装置本体３０に設けられ
ている特定のボタン／ＧＵＩを押している状態を含む。つまり、本実施形態においては、
特定のボタン／ＧＵＩを押していない状態で操作者が足を動作させたとしても、設定値は
変更されない。
【００６８】
　これにより、本実施形態においては、操作者の意図に反して設定値が変更されてしまう
ことを防止することができる。
【００６９】



(10) JP 2014-8095 A 2014.1.20

10

20

30

　なお、前述した第１の実施形態においては、操作者が姿勢を維持するために、設定値の
変更のために一旦移動した足を原点の位置に戻す際の足の動作によって生じる加速度（つ
まり、前方向及び左方向の加速度）を無視するものとして説明したが、本実施形態におい
ては、一旦移動した足を原点の位置に戻す際には上記した特定のボタン／ＧＵＩを押さな
ければ設定値の変更は行われないため、当該前方向及び左方向の加速度を設定値の変更の
ために利用することができる。
【００７０】
　このように、本実施形態において、前後方向及び左右方向の加速度を利用することで、
片足のみでの直感的な２次元的な設定値の変更を行うことができる。
【００７１】
　具体的には、例えば操作者の足の前方向の加速度が検出された場合に振り角（またはＸ
軸）を増加させ、後方向の加速度が検出された場合に振り角（またはＸ軸）を減少させ、
右方向の加速度が検出された場合に深さ（またはＹ軸）を増加させ、左方向の加速度が検
出された場合に深さを減少させることによって、上記したドプラモードでの検査における
サンプリングゲート位置を移動することができる。
【００７２】
　以上説明した実施形態によれば、フットスイッチを設置することなく、設定値を変更す
る際の操作性を向上させることが可能な携帯型超音波診断装置を提供することが可能とな
る。
【００７３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。　
【符号の説明】
【００７４】
　１０…超音波プローブ、２０…加速度検出装置、２１…加速度センサ、２２…加速度送
信部、３０…超音波診断装置本体、３１…送受信制御部、３２…画像信号処理部、３３…
画像生成部、３４…モニタ（表示部）、３５…入力部、３６…加速度受信部、３７…入力
制御部、３８…中央制御部。
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种便携式超声诊断设备，其能够在不安装脚踏开
关的情况下改变设定值时提高可操作性。 根据实施例的便携式超声诊断
设备包括超声探头，图像生成单元，显示单元，加速度传感器和控制单
元。图像生成单元根据与超声波图像的生成相关的设定值，基于经由超
声波探头获得的回波信号生成超声波图像。显示单元显示生成的超声图
像。加速度传感器安装在操作者上，根据操作者的操作检测加速度。当
检测到加速度时，控制单元改变设定值。 点域1
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